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佐倉市公共施設包括管理業務委託 仕様書 

 

第１章 一般事項 

１ 業務の目的 

  本業務は、佐倉市（以下「本市」という。）が所管する公共施設における

設備の保守管理等の業務について、包括的に委託することにより、業務の効

率化と施設の維持管理に係る質の向上を図ることを主な目的とする。 

  

２ 対象施設等 

対象施設は、別紙１のとおりとする。保守点検等に係る対象業務は、第３

章 特記仕様書及び別紙２～17のとおりとする。 

 

３ 用語の定義 

（１）「事業担当者」とは、当該事業全体の履行に係る業務を担当する資産経

営課職員をいう。 

（２）「施設管理担当者」とは、対象施設の管理を所管する担当課等におい

て、施設設備管理等の業務を担当する職員をいう。 

（３）「業務主任担当者」とは、当該業務に関し、主として指揮監督を行い、

業務履行について業務内容の管理をつかさどる者をいう。業務主任担当者

は、建物維持管理業務について責任者経験５年以上の実務経験を有する受

注者の正規社員（契約社員や派遣社員は不可）とすること。なお、業務主

任担当者は、自ら業務を行うことができる。 

（４）「業務担当者」とは、業務主任担当者の監督の下、作業に従事する者

（再委託先を含む）で、関係法令及び仕様書に定められた資格を有する者

をいう。 

（５）「作業員」とは、業務主任担当者及び業務担当者の補佐的作業に従事す

る者（再委託先を含む）をいう。 

（６）「軽易な作業」とは、消耗部品等の簡易な部材を用いて補修を行うこと

により、当面の間、破損又は故障した施設及び機器の機能を維持するため

の次の作業をいう。 

ア 汚れ、詰まり、付着等がある部品の清掃 

イ 取付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整 

ウ ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増締め 

エ 潤滑油、グリス、充填油等の補充 

オ 接触部分、回転部分等への注油 

カ 軽微な損傷がある部分の補修（交換部品を除く） 

キ 塗装（タッチペイント程度） 

ク 給排水設備に関連するパッキンの交換 

ケ その他これらに類する軽易な作業に必要なもの 

 

４ 受注者の負担の範囲 

（１）業務の実施に必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に係る費用は、本

市が負担する。ただし、特記事項に記載がある場合に限り受注者の負担と

する。 
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（２）業務に必要な工具及び計測機器等の機材並びに消耗部品、材料及び油脂

等の資機材は、受注者の負担とする。なお、施設に設置されている資機材

で、本市が使用を認めた場合は、その限りではない。 

（３）受注者が使用する事務機器及び情報機器の増設等を行う場合等は、本市

の承諾を得て、受注者の負担で設置すること。 

（４）受注者が、施設において電話、ファクス又はインターネットを利用する

場合、それらの通信に要する環境の整備費用及び使用料は受注者の負担と

する。 

 

５ 関係法令の遵守等 

（１）受注者は、業務の実施にあたり、関係法令及び諸規則に基づいて実施す

る。 

（２）受注者は、法令等が改正された場合は、遅滞なく当該業務の見直しを行

い、その結果について、本市に報告する。 

（３）業務上必要となる官公庁、その他関係機関への手続きは、受注者が行

い、それに係る費用は、受注者の負担とする。 

（４）受注者は、原則として、関係法令に基づく立入検査に立ち会うものとす

る。 

 

６ 資料の貸与 

施設の概要を把握するために必要となる図面、その他資料について、受注

者から貸与の申出があった場合、本市は、施設管理上支障のない範囲におい

て資料を貸与する。  

 

７ 業務体制、人員配置等 

（１）受注者は、施設ごとに各業務の担当者等を記載した担当者名簿を作成

し、事業担当者及び施設管理担当者に提出するものとする。なお、業務に

支障をきたさない範囲において、業務担当者等が複数の施設及び業務を担

当することを妨げない。 

（２）受注者が本業務の一部について協力会社等へ再委託を行う場合は、再委

託の内容、再委託先及び業務実施に必要となる業の許可等について、あら

かじめ事業担当者及び施設管理担当者に書面により提出し、承諾を得なけ

ればならない。なお、再委託に係る契約締結後に、契約書の写し等を事業

担当者及び施設管理担当者に提出すること。 

 

８ 応急措置等 

（１）受注者は、対象設備等において、破損又は故障箇所を確認した場合は、

速やかに施設管理担当者に連絡するとともに、応急措置を施すものとす

る。 

（２）簡易な部材を用いて補修を行うことにより、当面の間、破損又は故障し

た施設及び機器の機能が維持できる場合は、施設管理担当者に報告の上、

受注者の負担で補修する。ただし、部品等の取替等を行う必要がある場合

は、施設管理担当者に口頭により報告し、指示を仰ぐこと。 

（３）受注者は、上記（１）、（２）で行った措置の結果について、速やかに施
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設管理担当者に報告すること。 

 

９ 不具合等への対応 

（１）受注者は、業務の対象となる建物及び設備の不具合について、本市から

の連絡を受けた場合は、速やかに作業員等を現地に派遣する。 

（２）受注者において、設備に発生した不具合の原因が特定できない場合は、

原則として、速やかにメーカーから作業員等を派遣させなければならな

い。この場合、メーカー作業員等の派遣に伴う費用は、受注者の負担とす

る。 

（３）受注者は、設備等の故障が生じたときに、本市からの連絡を受け付ける

窓口を設置するとともに、24時間365日緊急対応が可能な体制を整備す

る。なお、体制整備に伴う費用は受注者の負担とする。 

（４）災害及び事故等が発生した場合は、人命の安全確保を優先し、適切な措

置をとるとともに、二次災害の防止に努めること。なお、経緯等について

は、対応後に本市に報告するものとする。 

 

10 業務計画書 

業務計画書には、下記事項を記載するものとする。 

（１）実施体制、緊急時連絡先 

（２）工程表 

（３）業務主任担当者及び業務担当者の氏名、資格等（資格者証等確認書類の

写しを添付） 

（４）関係法令等 

（５）その他、必要な事項 

 

11 作業計画書 

（１）受注者は、各施設において実施する個別の業務について作業計画書を作

成し、作業開始前に施設管理担当者の承諾を受けるものとする。ただし、

軽易な作業等の場合において、施設管理担当者の承諾を得た場合は、作業

計画書の作成を省略することができる。 

（２）作業日程は、施設管理担当者と協議の上決定し、原則として、実施予定

日の５営業日前までに作業計画書を施設管理担当者に提出する。 

 

12 報告書等 

受注者が本市に提出する報告書等については、関係法令等で定めがあるも

の、特記仕様書によるもの及び本市が指示するもののほか、次の書類を提出

する。なお、提出は原則電子データによるものとし、定期での提出のほか、

事業担当者からの提供の求めに都度応じるものとする。 

（１）作業完了報告書、不良箇所報告書、応急措置作業報告書（随時） 

施設ごとに、対象箇所の位置や状況が分かる図面や写真等を添付し、施設

管理担当者に提出する。 

ア 作業完了報告書 

施設における個別業務の作業終了時に、施設管理担当者の確認を受

け提出する。 



4 
 

イ 不良箇所報告書 

点検等の結果、早急に修理等の対応が必要と認められるものについ

て、不良箇所、内容及び修繕等に係る費用の概算等を記載する。 

   ウ 応急措置作業報告書 

応急措置及び修繕等を行った場合に、施設管理担当者に提出する。

必要に応じて、今後必要となる修繕等の見込みについて記載する。な

お、軽易な修繕等については、施設管理担当者の承諾の上、口頭によ

る報告とすることができる。 

（２）業務報告書、不良箇所管理表（月間） 

施設ごとに作成し、原則として、作業等実施月の翌月２０日までに、事業

担当者及び施設管理担当者に提出する。 

ア 業務報告書（月間） 

作業内容と結果を月ごとにとりまとめ、当月の作業完了報告書、応

急措置作業報告書等を添付する。保守点検結果報告書の様式は、原則

として、国土交通省大臣官房庁営繕部監修「建築保全業務報告書作成

の手引き（最新版）」に準拠する。 

   イ 不良箇所管理表 

各施設の不良箇所と内容、緊急度、修繕等の期限（目安）及び修繕

費用の概算等を一覧表に記載し、不良箇所の位置や状況を示す図面や

写真等を添付する。なお、業務期間中における不良箇所や対応経緯等

を継続的に把握するため、対応結果等も含めてデータ更新を行うもの

とする。 

（３）業務報告書（年間） 

施設ごとに作成し、事業担当者及び施設管理担当者に提出する。報告書に

は、施設ごとに経費の内訳を記載するものとする。 

（４）緊急対応報告書（随時） 

緊急対応の内容及び結果等について、対応終了後に事業担当者及び施設管

理担当者に提出する。 

 

〔主な書類の提出先等〕 

 

種別 提出時期 提出先 

業務計画書  契約締結後、速やかに 事業担当者 

作業完了報告書 

随時 施設管理担当者 不良箇所報告書 

応急措置作業報告書 

業務報告書（月間） 作業実施月の翌月２０日以

内 
事業担当者 

施設管理担当者 

不良箇所管理表 

業務報告書（年間） 原則として、当該年度末 

緊急対応報告書 随時 
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13 設備データ等の管理 

受注者は、対象施設の建物及び設備において、本市の施設保全システムで

利用する設備の管理状況等に係るデータの提供を行う。データの形式等、詳

細については協議により決定する。 

 

14 その他業務 

  受注者は、企画提案書にて提案のあった以下の業務その他提案業務を、本

市の求めに応じ実施するものとする。なお、具体的な実施内容、回数、日程

等は、協議により決定する。 

（１）施設管理協議会の開催 

（２）現地向け勉強会の開催 

（３）施設の省エネ診断の実施 
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第２章 作業一般事項 

 

１ 作業の打合せ 

受注者は、仕様書による作業の周期や実施時期に基づき、作業日程や内容

等について、施設管理担当者と事前に十分な打合せを行い、施設管理担当者

の承諾を得て作業を実施する。 

 

２ 作業の周知 

受注者は、作業の実施にあたり、施設の機能の一部又は全部の停止が必要

となる等、施設の運営に大きな影響を与える場合は、事前に施設管理担当者

に連絡する。 

 

３ 作業中の標識等 

受注者は、作業の実施にあたっては、標識の掲示等により、要所に作業中

であることを周知するとともに、必要に応じて防護策を講じ、安全を確保す

るものとする。 

 

４ 車両の駐車 

受注者が、作業用の車両を敷地内に駐車する場合は、あらかじめ施設管理

担当者の承諾を受け、作業用車両であることを表示する。 

 

５ 作業員等の服装 

作業中は、原則として腕章又は胸章を着用する。 

 

６ 事故防止、安全及び衛生 

（１）受注者は、作業に当たり、火災、盗難、事故の防止に心掛ける。 

（２）受注者は、作業員等の労働安全衛生に関する労務管理について、関係法

令に従って行う。 

 

７ 損害防止措置 

受注者は、作業に当たっては、職員及び利用者等、建物、機械設備、車

両、備品等について、危害又は損害を与えないように十分留意する。 

 

８ 仮設、養生 

業務を行う際に使用する仮設材及び養生材等は、受注者の負担とする。 

 

９ 清掃等 

受注者は、常に資機材、その他の物品等の整理整頓に心掛け、作業終了後

は速やかに後片付け及び清掃を行うものとする。また、電気室、機械室等の

設備室及び受注者が使用する居室等については、整理整頓及びはき掃除等の

清掃を行う。 

 

10 居室等の利用 

業務の全体管理及び市役所庁舎管理に係る業務の実施にあたり、市役所庁
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舎１号館地下の執務スペース（約７㎡）の利用を可とする。その他の施設に

ついては、特記事項の記載による。 

なお、光熱水費等の負担については、「第１章 一般事項 ４．受注者の負

担の範囲」のとおりとする。 

 

11 産業廃棄物等 

（１）業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、特記事項に記載されている

ものを除き、原則として、受注者の負担とする。 

（２）業務の実施に伴い発生した産業廃棄物等は、積込みから最終処分までを

産業廃棄物処理業者に委託し、マニフェスト交付を経て適正に処理するも

のとする。 

  

12 疑義の決定 

仕様書に定められた内容に疑義を生じたとき又は仕様書に定めのない事項

については、本市と受注者との協議の上定めるものとする。 
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第３章 特記仕様書 

 

１ 保守点検等に係る対象業務 

保守点検等に係る対象業務は次のとおりとする。 

（１）自家用電気工作物保守点検業務 

（２）空調設備保守点検業務 

（３）受水槽等保守点検業務 

（４）中水槽等保守点検業務 

（５）雑排水槽等保守点検業務 

（６）浄化槽保守点検業務 

（７）グリストラップ等清掃業務 

（８）消防用設備保守点検業務 

（９）自動ドア設備保守点検業務 

（10）シャッター保守点検業務 

（11）昇降設備保守点検業務 

（12）プール循環装置保守点検業務 

（13）衛生害虫等防除業務 

（14）建築基準法第 12 条定期点検業務 

①特定建築物等定期点検業務 

②建築設備定期検査業務 

③防火設備定期検査業務 

（15）その他保守点検等業務 

（16）巡回点検業務 

 

２ 業務の内容 

（１）業務の内容については、仕様書のとおりとする。受注者は、施設管理担

当者と十分に協議し、業務を行うものとする。なお、特記事項（別紙を含

む）に記載がない設備機器付属品等についても、本業務に含めるものとす

る。 

（２）契約図書と現況が異なる場合は、現況を優先するものとする。 

（３）仕様書に記載がない事項であっても、必要と思われる事項については、

佐倉市と協議の上、受注者の責任において処理するものとする。 

（４）作業の周期及び内容について、仕様書に記載がない場合は、原則とし

て、「建築保全業務共通仕様書（最新版）」（国土交通省）による。 
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３ 特記事項   

（１）自家用電気工作物保守点検業務 

対象施設 別紙３「自家用電気工作物」のとおり 

業務内容 電気事業法、同施行規則及び保安規程に基づく、電気工作物の維

持運用に関する保安の月次点検及び年次点検等。 

対象機器 ①受電設備 ②変電設備 ③配電設備 ④非常用予備発電装置 

⑤蓄電池設備 ⑥太陽電池発電装置 ⑦絶縁監視装置（設備容量

100kVA を超過する設備に設置すること） ⑧その他電気設備 

作業頻度 

 

①月次点検：毎月（絶縁監視装置設置の場合は原則２か月に１回） 

②年次点検：年１回（月次点検を含む） 

③臨時点検：必要の都度 

④自家発電設備擬似負荷運転試験：年１回 

※小中学校及び幼稚園で停電を伴う点検を行う場合は、原則夏季

休業中に実施する。 

報告書等 契約締結後、速やかに保安管理業務外部委託承認申請書及び保安

規定変更届出書を作成し、経済産業省関東東北産業保安監督部長

に提出する（市庁舎を除く）。 

資格等 電気事業法施行規則の規定に適合する者 

特記事項 各施設とも年次点検時（停電作業時）には、設備除塵清掃を行う。 

なお、設備特別清掃を必要とする施設は別紙３の「仕様備考」に

記載の通り。 

 

（２）空調設備保守点検業務 

対象施設 別紙４「空調設備」のとおり 

業務内容 ①空調設備の保守点検（定期点検、保守点検） 

②フロン排出抑制法（以下「フロン法」という。）に基づく点検（定

期点検） 

※小中学校及び幼稚園の空調設備は、フロン法に基づく点検（定

期点検）と、ＧＨＰ点検を実施する。 

③フロン法に基づく簡易点検 

※別紙２「巡回点検」施設における令和４年度時点に現存する空

調設備を点検対象とする。 

作業項目 点検項目については、原則として、「建築保全業務共通仕様書

（最新版）」（国土交通省）による。 

その他 別紙４備考欄等に記載しているものを除き、エンジンオイル等の

定期部品交換に係る部品代は含まれない。 

（３）受水槽等保守点検業務 
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対象施設 別紙５「受水槽・高架水槽」のとおり 

業務内容 ①水道法、佐倉市小規模水道条例又は建築物の衛生的環境の確保

に関する法律（以下「建築物衛生法」という。）等に基づく受

水槽等の点検及び水質検査 

②水道法等に基づく検査機関による検査 

③設備の維持管理（清掃、動線の除草等） 

※小中学校及び幼稚園で断水を伴う清掃等を行う場合は、原則夏

季休業中に実施する。 

対象機器 受水槽、高架水槽、給水機器、井戸関連設備 

 

（４）中水槽等保守点検業務 

対象施設 別紙６「中水槽等」のとおり 

業務内容 ①中水槽等の点検及び清掃 

②建築物衛生法に基づく水質検査 

対象機器 中水槽、雨水処理槽、給水機器、井戸ポンプその他関連設備 点

検頻度 1 回/年、その他関連設備 

 

（５）雑排水槽等保守点検業務 

対象施設 別紙７「雑排水槽等」のとおり 

業務内容 ①雑排水槽等の点検及び清掃（建築物衛生法の対象建築物含む） 

②汚泥引抜及び処理 

対象機器 雑排水槽、排水ポンプ等 

 

（６）浄化槽保守点検業務 

対象施設 別紙８「浄化槽」のとおり 

業務内容 ①浄化槽法等に基づく点検、清掃及び水質検査等 

②浄化槽法に基づく指定検査機関による定期検査 

③汚泥引抜及び処理 

対象機器 合併処理浄化槽等 

 

（７）グリストラップ等清掃業務 

対象施設 別紙９「グリストラップ・ガソリントラップ」のとおり 

業務内容 ①グリストラップ等の清掃 ②汚泥引抜及び処理 ③排水管洗浄

等 

対象機器 グリストラップ、ガソリントラップ 

 

（８）消防用設備保守点検業務 
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対象施設 別紙 10「消防用設備」のとおり 

業務内容 ①消防法に基づく消防設備等の点検及び結果報告 

②設備等の維持管理 

主な対象

機器 

①消火器具 ②屋内消火栓設備（スプリンクラー兼用施設有） 

③自動火災報知設備 ④ガス漏れ火災警報設備 ⑤非常警報器具

及び設備 ⑥誘導灯及び誘導標識 ⑦避難器具 ⑧消防用水  

⑨排煙設備 ⑩連結送水設備 ⑪非常電源 

作業頻度 ①総合点検：年１回 

②機器点検：６か月に１回 

③防火対象物点検：年１回 

資格等 ①消防設備等：消防設備士又は消防設備点検資格者 

②防火対象物：防火対象物点検資格者 

報告書等 消防用設備点検を実施したときは、所定の様式による検査票のほ

か、次の資料を提出すること。 

①故障等の不具合箇所を明示した位置図等 

②次年度に交換又は点検を要する設備等（消火器、耐圧ホース

等）の一覧表 

 

（９）自動ドア設備保守点検業務 

対象施設 別紙 11「自動ドア」のとおり 

業務内容 自動ドア設備の保守点検（メーカー点検） 

対象機器 自動ドア設備 

作業項目 点検（外観、機能、作動）、各部の調整及び手入れ 

 

（10）シャッター保守点検業務 

対象施設 別紙 12「シャッター」のとおり 

業務内容 シャッターの保守点検（メーカー点検） 

対象機器 シャッター設備 

作業項目 点検（外観、機能、作動）、各部の調整及び手入れ 

 

（11）昇降設備保守点検業務 

対象施設 別紙 13「昇降設備」のとおり 

業務内容 ①エレベーター設備の保守点検（メーカー点検対象施設は別紙 13

「備考」に記載）・原則フルメンテナンス契約とすること。 

②建築基準法に基づく定期検査報告 

③付属機器（防犯カメラ等）の保守点検 

対象機器 ①エレベーター ②エスカレーター ③小荷物専用昇降機 
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④車椅子用階段昇降機 

作業項目 １ 点検、整備等 

（１）定期点検 

 ・点検（外観、機能、作動）、清掃及び整備（給油、調整、清

掃等）：月１回（内、専門技術者による巡回点検：年４回） 

・小中学校の小荷物専用昇降機：月１回（８月を除く） 

・車椅子用階段昇降機：年４回 

（２）精密調査、定期整備 

必要に応じて、機器の構成部品の修理、取替え等を実施す

る。 

（３）法定点検（定期点検） 

建築基準法第１２条に基づく定期点検を行う。 

（４）故障等の対応（エレベーター、エスカレーター） 

２４時間出動体制をとり、事故や故障等が生じた場合は、速

やかに専門技術者を現地に派遣し、適切な措置をとること。 

（５）その他 

防犯カメラ等の機器（ＪＲ佐倉駅自由通路）の保守点検を行

う。 

２ 遠隔監視、直接通話サービス 

（１）監視装置から異常通報が発生したときは、適切な処理をす

ること。 

（２）エレベーターにおける閉じ込め等の故障時には、エレベー

ターかご内と受注者との間で直接通話し、適切な対応を行う

こと。 

資格等 建築基準法に基づく定期検査報告：一級建築士、二級建築士、昇

降機検査資格者および建築基準法第１２条第３項及び第４項に規

定する資格を有する者 

 

（12）プール循環装置保守点検業務 

対象施設 別紙 14「プール循環装置」のとおり 

業務内容 プール循環装置、付属機器等の定期保守点検及び緊急時点検 

対象機器 プール循環設備 

作業項目 １ 回数等 

（１）定期保守点検：年２回（使用開始直前、使用終了時） 

（２）緊急時点検：突発的な不具合が生じた時の応急対応措置 

２ 主な作業内容 

（１）汚れ等がある部品又は点検部の清掃  
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（２）取付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整 

（３）ボルト、ナット等に緩みがある場合の増し締め 

（４）下記消耗品の交換又は補充 

・潤滑油、グリス、充填油等 ・ランプ類、ヒューズ類 

   ・パッキン、ガスケット、Ｏリング類 ・精製水 

（５）接触部分、回転部分等への注油 

（６）軽微な損傷がある部分の補修 

（７）軽易な作業（タッチペイントによる塗装等） 

（８）学校関係者への運転指導（定期点検１回目） 

 

（13）衛生害虫等防除業務 

対象施設 別紙 15「衛生害虫等防除」のとおり 

業務内容 ネズミ及び昆虫等の衛生害虫等の防除、生育調査 

その他 「佐倉市有施設における農薬、殺虫剤等の薬剤使用に関する基本

指針」を遵守すること。なお、使用薬剤については、各施設と協

議の上、決定する。 

 

（14）建築基準法第 12 条定期点検業務 

対象施設 別紙 16「建築基準法第 12 条定期点検」のとおり 

業務内容 建築基準法施行令第 16 条及び佐倉市建築基準法施行細則第 16 条

に規定する用途で延べ面積が 100 ㎡以上の建築物並びに建築基準

法第２条に規定する居室を有する建築物で本市が指定する建築物

について、建築基準法第 12 条第２項及び第４項に基づく建築物

及び建築設備等の点検等 

作業項目 国土交通省告示様式に基づき、建築物は「調査結果表」、建築設

備及び防火設備は「検査結果表」に掲げられた点検とする。な

お、「検査結果図」には、建築設備の点検結果等についても記載

する。 

資格 一級建築士、二級建築士、建築基準法第１２条各項に規定する資

格を有するもの 

その他 夏季休業中や夜間等、利用者の安全確保に配慮した作業日程とす

る。 

（15）その他保守点検等業務 

対象施設 別紙 17「その他保守点検等」のとおり 

対象業務 ①建築物衛生法に基づく建築物環境衛生管理技術者の選任、空気

環境測定等 

②各種設備の保守点検（給湯ボイラー、風呂ろ過装置、舞台照明
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設備等） 

③保守管理人の常駐業務（美術館、市役所庁舎） 

④非構造部材点検（小学校、中学校、幼稚園） 

常駐業務

の内容 

常駐の保守管理人（各施設１人）による、施設設備の巡回点検等

（資格要件なし）。 

１ 美術館 

（１）業務時間 

午前８時 30 分～午後６時 30 分 

（年末年始の休館日を除く） 

（２）業務内容 

①空調設備運転監視及び中央監視盤の監視 

  ②館内巡回 ③警告灯点灯時の現場確認及び現場復旧 

  ④館内設備の簡易な修繕等 ⑤施錠管理 ⑥日常水質検査 

⑦変電室高圧コンデンサの稼働確認及び復旧 

⑧カフェ、自動販売機の電気メーター検針（１回／毎月初） 

⑨冷温水発生機の汚水排除量メーター検針（１回／毎月初） 

（３）その他 

業務の実施にあたり、警備員室の利用を可とする。 

２ 市役所庁舎 

（１）業務時間 

  午前８時 30 分～午後５時 15 分（閉庁日を除く） 

（２）日常業務 

①検針、計測 

・水道水水質検査（１回／日） 

・水道メーター検針（１回／日） 

・受電設備計測（５回程度／日） 

・ガスメーター検針（１回／日） 

②空調機運転（運転・停止）管理（空調機運転期間中毎日） 

③設備修繕等（随時） 

・蛍光灯等の交換 ・庁内設備の簡易な修繕等 

・給排水管詰まり対応 ・庁舎敷地内の植栽等管理 

・庁舎駐車場内の路面補修等 ・執務室内配線整理 

④庁内巡回（２回程度／日） 

⑤不具合等の対応（随時） 

（３）定期業務 

①料金徴収用電気メーター検針（１回／月） 

②点検・清掃 
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・受水施設点検・清掃（第１火曜日） 

・屋上点検・清掃（第２火曜日） 

・自動ドア点検・清掃（第３火曜日） 

・植栽管理、側溝清掃（随時） 

③設備管理等 

・外灯タイマー設定（２回／年） 

（４）その他 

業務の全体管理及び市役所庁舎管理に係る業務の実施にあた

り、市役所庁舎１号館地下の執務スペース（約７㎡）の利用を

可とする。 

※この他、市役所庁舎においては、電気工事士の資格を要する簡

易な電気工事（コンセント交換、安定器の交換等）について随

時対応を行う。 

非構造部

材点検の

内容 

① 「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック（平成 27 年３

月改訂版）（以下「ガイドブック」という。）」５章の「点検チェ

ックリスト及び解説 –学校設置者編- 」に基づき、小学校、中

学校、幼稚園の非構造部材の点検（以下「点検」という。）を行

う。 

②点検の実施は３年に１回とする。 

③点検結果は、以下の書類の提出により本市に報告する。 

・点検チェックリスト（本市が指定する様式） 

・点検箇所を示す位置図 

・見つかった異常部分の写真及び説明 

 

（16）巡回点検業務 

対象施設 別紙２「巡回点検」とおり 

業務内容 対象施設の設備及び建築物の外観等について、原則６か月に１回以

上巡回点検を行い、軽易な作業で対応できる不具合等は、その場で

対応する。 

対応時間は、土、日、祝祭日、年末年始（12/31～1/3）、休館日を除

き、平日の午前 9時 00 分から午後 5時 00 分までの時間内に対応す

る。 

本市の都合により立ち入ることができなかった箇所の点検につい

ては、翌月以降に実施するものとする。 

作業は安全性が確保された部位・設備に限り、危険箇所での作業の

実施内容については、本市と受注者が協議の上決定する。 

その他、疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上これを定
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める。 

主な管理

内容 

１ 共用部照明設備外観目視点検（１回／６月 以上） 

２ 空冷エアコン外観目視点検（１回／６月 以上） 

３ 給排気ファン(V ベルト付)外観目視点検、グリスアップ（１回

／６月 程度） 

４ 給水ポンプ運転確認、排水ポンプ運転確認（１回／６月 以上） 

５ 受水槽、高架水槽外観目視点検（１回／６月 以上） 

６ 排水桝外観目視点検（１回／年 程度） 

７ 電気温水器外観目視点検（１回／６月 程度） 

８ 衛生器具状態点検（１回／６月 以上） 

９ 消火栓ポンプ、制御盤外観目視点検（１回／６月 以上） 

10 自動火災報知機盤、防火防排煙盤の外観目視点検（１回／６月 

以上） 

11 ルーフドレン点検（１回／６月 以上） 

12 屋上防水目視点検（１回／６月 以上） 

13 外壁外観目視点検（１回／６月 以上） 

14 不具合対応、緊急対応、小修繕、機能回復 など（随時） 

15 改正フロン法に伴う簡易点検（１回／３月 程度） 

16 設備機器リスト作成補助（随時） 

 


